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（注 ７ ） 第１９６回通常国会に提出された成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に
関する法律案が成立したときには、これらの資格等の一部について制限が見直されます。
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法定後見制度を利用したいのですが、
申立てから開始までどれくらいの期間が
かかるのでしょうか？

ほう てい こう けん せい ど

任意後見契約公正証書を作成するために
必要な費用はどのくらいかかるのでしょうか？

にん い こう けん けい やく こう せい しょう しょ

　上記費用とは別に、任意後見監督人選任の申立て費用が必要となります。
　契約の内容によっては、任意後見人に対する報酬の支払が必要となります。
また、任意後見契約の発効後、任意後見監督人から請求があった場合には、
家庭裁判所の判断により、報酬の支払が必要となります。
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ほう てい こう けん かい し しん ぱん

　法定後見制度の利用後に、成年後見人等から請求があった場合には、家庭裁判所の判断により、
報酬の支払が必要となります。
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　成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容な
どを登記官がコンピュータ・システムを用いて登記し、また、登記官が
登記事項を証明した登記事項証明書（登記事項の証明書・登記されて
いないことの証明書）を交付することによって登記情報を開示する制
度です。
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（平成３１.３）


